
平成２６年（２０１４年）４月２７日 こだいら 市　議　会　だ　よ　り ８

この市議会だよりは、環境に配慮して古紙配合の再生紙と低VOCインキを使用しています。
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３
月
定
例
会
で
は
請
願
１
件
を
新
た
に
受
理
し
、
左
記
の
と
お
り
閉
会
中
の

継
続
審
査
と
し
ま
し
た
。
陳
情
は
１
件
を
受
理
し
、
全
議
員
及
び
執
行
機
関
に

陳
情
文
書
表
を
配
付
し
ま
し
た
。

特
別
委
員
会
へ
の
付
議
事
件
の
追
加

　

平
成　

年
６
月
４
日
に
設
置
し
た

２５

ま
ち
づ
く
り
検
討
特
別
委
員
会
に
付

議
事
件
を
追
加
し
ま
し
た
。

■
追
加
し
た
付
議
事
件

　

都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
の
基

本
的
事
項
の
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

1月22日〜4月22日
本会議、委員会、諸会議など

議 会 日 誌議 会 日議 会 日 誌誌

閉
会
中
継
続
審
査
の
請
願
一
覧

請
願
第　

号　

農
林
中
央
金
庫
小
金
井
研
修
所
の
跡

１５

地
利
用
に
つ
い
て

生
活
文
教
委
員
会

　

小
平
市
議
会
の
ペ
ー
ジ
（
左
図
の
ア
ド
レ
ス
参
照
）
に
は
、
さ
ま
ざ
ま

な
機
能
が
あ
り
ま
す
。
ぜ
ひ
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

市
議
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
利
用
く
だ
さ

市
議
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
利
用
く
だ
さ
いい

　

本
会
議
の
様
子
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
で
録
画
配
信
し
て
い
ま
す
。
録
画

映
像
は
会
議
日
の
３
日
後
か
ら
配
信

を
開
始
し
、
次
の
定
例
会
の
前
日
ま

で
の
間
、
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

　

年
４
回
発
行
し
て
い
る
市
議
会
だ

よ
り
を
デ
ジ
タ
ル
ブ
ッ
ク
形
式
で
読

む
こ
と
が
で
き
ま
す
。
タ
ブ
レ
ッ
ト

端
末
や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
で
も
利
用

で
き
ま
す
。
キ
ー
ワ
ー
ド
検
索
な
ど

の
便
利
な
機
能
が
あ
り
ま
す
。

　

本
会
議
や
委
員
会
で
の
発
言
は
、

会
議
録
に
記
録
さ
れ
て
い
ま
す
。
会

議
録
検
索
シ
ス
テ
ム
で
は
、
キ
ー
ワ

ー
ド
や
発
言
者
か
ら
会
議
録
を
検
索

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

政
治
家
が
、
選
挙
区
内
の
人
や
団

体
に
あ
い
さ
つ
状
（
答
礼
の
た
め
の

自
筆
に
よ
る
も
の
は
除
く
）
を
出
し

た
り
、
お
金
や
物
を
贈
る
こ
と
は
、

時
期
や
理
由
を
問
わ
ず
法
律
で
禁
止

さ
れ
て
い
ま
す
。
受
け
取
っ
た
人
も

罰
せ
ら
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
有
権
者
が
政
治
家
に
対
し

寄
附
を
求
め
る
こ
と
も
禁
止
さ
れ
て

い
ま
す
。

　

具
体
例
は
次
の
と
お
り
で
す
。

○
お
中
元
や
お
歳
暮

○
お
祭
り
へ
の
寄
附
や
差
し
入
れ

○
秘
書
や
家
族
な
ど
が
代
理
で
出
席

す
る
場
合
の
結
婚
祝
い
や
香
典

○
町
内
会
の
集
会
や
旅
行
等
の
催
し

物
へ
の
寸
志
や
飲
食
物
の
差
し
入
れ

○
病
気
見
舞
い

　

市
民
の
皆
様
の
ご
理
解
と
ご
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。

　

３
月
定
例
会
で
は
平
成　

年
度
予

２６

算
を
初
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
議
案
に
つ

い
て
議
論
が
交
わ
さ
れ
ま
し
た
。
ま

た
、
小
平
市
議
会
基
本
条
例
が
全
会

一
致
で
可
決
さ
れ
ま
し
た
（
詳
細
は

特
集
号
を
ご
覧
く
だ
さ
い
）。

　

今
後
も
わ
か
り
や
す
く
親
し
み
や

す
い
紙
面
づ
く
り
に
編
集
委
員
一
同

努
め
て
ま
い
り
ま
す
。

　

お
気
づ
き
の
点
が
ご
ざ
い
ま
し
た

ら
議
会
事
務
局
に
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。
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求
め
な

求
め
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受
け
取
ら
な

受
け
取
ら
な
いい

２４日　三多摩上下水及び道路建設促進
協議会第３委員会

２７日　議会改革推進特別委員会
２９日　兵庫県宝塚市議会議員視察来庁

（コミュニティタクシーについて）
３０日　三多摩上下水及び道路建設促進

協議会第２委員会
３１日　東京都後期高齢者医療広域連合

議会

４日　総務委員会（埼玉県さいたま市
視察）

５日　生活文教委員会
６日　厚生委員会（市内視察）
 鹿児島県霧島市議会議員視察来

庁（子ども子育て支援事業計画策
定に向けての取り組みについて）

７日　建設委員会
１０日　全員協議会
１２日　湖南衛生組合議会
 多摩六都科学館組合議会
１４日　議会改革推進特別委員会
１７日　幹事長会議
 東京都十一市競輪事業組合議会
 東京都四市競艇事業組合議会
１９日　小平・村山・大和衛生組合議会

２０日　議会運営委員会
２１日　東京たま広域資源循環組合議会
２４日　昭和病院組合議会
２５日　３月定例会初日
２６日　３月定例会２日目（一般質問）
２７日　３月定例会３日目（一般質問）
２８日　３月定例会４日目（一般質問）

３日　一般会計予算特別委員会
４日　一般会計予算特別委員会
５日　一般会計予算特別委員会
６日　特別会計予算特別委員会
１０日　総務委員会
１１日　生活文教委員会
１２日　厚生委員会
１３日　建設委員会
１９日　幹事長会議
２０日　議会運営委員会
２６日　３月定例会最終日
 議会報編集委員会
２８日　東京都十一市競輪事業組合議会

臨時会
 東京都四市競艇事業組合議会臨

時会

１０日　議会改革推進特別委員会
１５日　議会報編集委員会

1　　月

2　　月

3　　月

4　　月
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小平市議会トップページ
http://www.city.kodaira.tokyo.jp/gikai/
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　請願は原則、所管の委員会に付託されて審査されますが、請願者が希望する場合
には、委員会の審査の中で請願の趣旨説明をすることができます。実施方法等につ
いては、下記のとおりです。

請願者が請願の趣旨説明を行うことができます

請願が付託された委員会での第１回目の審査の冒頭に行っ
ていただきます。趣旨説明の時期

５分以内とします。趣旨説明の時間
１人とします。なお、介助が必要な場合は、介助者が出席
することができます（ただし、介助者は発言することがで
きません）。

趣旨説明者の人数等

趣旨説明終了後に、委員から質疑があれば答えていただき
ます。質疑

趣旨説明を行うに当たって、資料を提出することはできま
せん。また、委員会要録等に趣旨説明者の氏名及び発言内
容等を掲載させていただきます。

その他

ホームページ：http://www.city.kodaira.tokyo.jp/gikai/
議会事務局　緯042－346－9566

市議会の情報を
メールマガジンでお知らせします

　本会議や委員会の日程、市議会からの
お知らせなどを、メールマガジンで随時
配信しています。ぜひご利用ください。

　（QRコードはこちら）閣

　本会議や委員会はどなたでも傍聴す
ることができます。傍聴を希望される
方は市役所7階の議会事務局にお越しく
ださい。会議当日の午前８時30分から
受け付けをしています。
　本会議は３月、６月、９月、12月の
年４回開催しており、開会時刻は原則
午前9時です。会議の日程等詳しいこと
は議会事務局までお問い合わせいただ
くか、ホームページをご覧ください。　

市議会を
傍聴してみませんか

　目の不自由な方に、音
声市議会だよりを発行し
ています。
　カセット版かデイジー
版のどちらかを選択でき
ます。ご希望の方は、議
会事務局までご連絡くだ
さい。

音声
市議会だより


